
元 只 議 第 188 号 

令 和 元 年 ９ 月 ２ ４ 日 

 

 

只見牧野利用農業組合  

組合長 目黒 和之 様 

                

  只見町議会議長 齋藤 邦夫 

 

 

陳情の審議結果について（通知） 

 

 

 令和元年 6 月 18 日付けをもって提出された次の陳情は、一部採択と決定したの

で通知します。 

 なお、一部採択したこの陳情は、執行機関に送付したので申し添えます。 

 

記 

 

件 名 陳情書 新田沢～舘ノ川間の町道整備のお願い 

理 由 本件は、町道新田沢～舘ノ川間の町道整備に関する陳情であり、当

委員会では、陳情者による現場説明、及び町当局の意向等を基に審査

した。陳情内容は、①災害復旧の早期施工と②本路線のアスファルト

舗装である。 

審査結果として、①については、道路利用者の安全確保が最優先で

あること、キャンプ場利用者の散策コースとしても有効な道路である

こと、などから災害復旧事業は必要と判断した。 

②については、舗装道路としては舘ノ川～石伏線が整備されてお

り、代替道路として十分に機能を果たすこと、舗装の有無についてキ

ャンプ場利用者の意見等も参考にすべきと判断し、舗装工事は再検討

すべきとした。 

よって、本件は、一部採択すべきものとした。 

以 上 

 

  



元 只 議 第 188 号 

令 和 元 年 ９ 月 ２ ４ 日 

 

 

只見区長 鈴木 厚 様 

                

  只見町議会議長 齋藤 邦夫 

 

 

陳情の審議結果について（通知） 

 

 

 令和元年 6 月 18 日付けをもって提出された次の陳情は、一部採択と決定したの

で通知します。 

 なお、一部採択したこの陳情は、執行機関に送付したので申し添えます。 

 

記 

 

件 名 陳情書 新田沢～舘ノ川間の町道整備のお願い 

理 由 本件は、町道新田沢～舘ノ川間の町道整備に関する陳情であり、当

委員会では、陳情者による現場説明、及び町当局の意向等を基に審査

した。陳情内容は、①災害復旧の早期施工と②本路線のアスファルト

舗装である。 

審査結果として、①については、道路利用者の安全確保が最優先で

あること、キャンプ場利用者の散策コースとしても有効な道路である

こと、などから災害復旧事業は必要と判断した。 

②については、舗装道路としては舘ノ川～石伏線が整備されてお

り、代替道路として十分に機能を果たすこと、舗装の有無についてキ

ャンプ場利用者の意見等も参考にすべきと判断し、舗装工事は再検討

すべきとした。 

よって、本件は、一部採択すべきものとした。 

以 上 

 

 


